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今
ま
で
農
業
所
得
が
あ
る
方
の
確
定

申
告
の
際
、
田
畑
の
面
積
な
ど
か
ら
所

得
額
を
算
出
す
る
「
農
業
所
得
標
準
」

と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
制
度
は
、
平
成
19
年
（
平
成
18

年
分
所
得
）
の
確
定
申
告
か
ら
廃
止
さ

れ
、
収
支
の
計
算
を
行
な
っ
て
所
得
額

を
算
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま

す
。こ

の
た
め
、
出
荷
伝
票
な
ど
収
入
金

額
の
分
か
る
書
類
や
、
領
収
書
な
ど
必

要
経
費
の
分
か
る
書
類
を
保
管
し
、
集

計
し
て
確
定
申
告
を
行
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

収
支
計
算
や
記
録
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

※
農
産
物
の
家
事
消
費
な
ど
の
目
安
と

な
る
金
額
（
記
帳
簡
素
化
の
た
め
の

基
準
金
額
）
に
つ
い
て
も
、
農
業
所

得
標
準
と
併
せ
て
平
成
18
年
分
か
ら

廃
止
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
先

・
市
役
所
税
務
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1
（
内
線
246
）

・
刈
谷
税
務
署

T
21
―
6
2
1
1

（代）

国
民
健
康
保
険
税
で
給
付
さ
れ
る
出

産
育
児
一
時
金
と
葬
祭
費
の
給
付
額
が
、

10
月
1
日
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
さ
れ

ま
し
た
。

出
産
育
児
一
時
金

10
月
1
日
以
降
の
出
産
か
ら
支
給
額

が
30
万
円
か
ら
35
万
円
に
な
り
ま
し
た
。

葬
祭
費

10
月
1
日
以
降
の
死
亡
か
ら
支
給
額

が
10
万
円
か
ら
5
万
円
に
な
り
ま
し
た
。

問
合
せ
先

市
役
所
市
民
窓
口
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1
（
内
線
216
・
261
）

退
職
金
の
準
備
は
万
全
で
す
か
。

市
で
は
、
市
内
に
事
業
所
が
あ
る
中

小
企
業
者
を
対
象
に
、
従
業
員
の
福
祉

の
増
進
と
雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
、

退
職
金
共
済
制
度
に
新
た
に
加
入
す
る

中
小
企
業
者
に
対
し
、
中
小
企
業
退
職

金
共
済
制
度
加
入
促
進
補
助
金
を
交
付

す
る
制
度
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

あ
な
た
の
企
業
も
加
入
を
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

対
象
「
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
」

お
よ
び
「
特
定
退
職
金
共
済
制
度
」

に
新
た
に
加
入
さ
れ
1
年
を
経
過
し
、

12
か
月
分
の
掛
け
金
を
納
付
し
た
方

内
容

12
か
月
分
の
掛
け
金
の
10
％

（
従
業
員
ご
と
上
限
1
万
円
）
を
1

年
間
助
成
し
ま
す
。

※
市
の
補
助
制
度
の
ほ
か
に
、
国
の

助
成
制
度
も
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ
先

市
役
所
地
域
産
業
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1
（
内
線
271
）

衣
浦
東
部
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区

に
関
す
る
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。
ご

意
見
の
あ
る
方
は
、
10
月
30
日
（月）
ま
で

に
市
へ
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

縦
覧
期
間

10
月
16
日
（月）
〜
30
日
（月）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

※
土
曜
日
・
日
曜
日
は
除
き
ま
す
。

縦
覧
場
所

計
画
管
理
グ
ル
ー
プ

（
市
役
所
2
階
）

問
合
せ
先

市
役
所
計
画
管
理
グ
ル
ー
プ

T
52
―
1
1
1
1
（
内
線
274
）

国
民
健
康
保
険
の

給
付
額
の
一
部
が

変
わ
り
ま
し
た
。

高
浜
市
中
小
企
業
退
職
金

共
済
制
度
加
入
促
進
補
助
金
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

衣
浦
東
部
都
市
計
画
生
産
緑
地

地
区
変
更
案
の
縦
覧

農
業
所
得
の

申
告
方
法
が

変
わ
り
ま
す

収支計算のしくみ

収入金額とは
販売金額、自家消費、補助金など
→出荷伝票、仕切書などの収入金額の分かる書類
が必要です。

必要経費とは
種苗費、肥料費、農具費、減価償却費など
→請求書、領収書など必要経費の分かる書類が必
要です。

収入金額 － ＝必要経費 所得金額


